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１ 背景

「千葉県保健医療計画」
• 医療法第３０条の４に基づく法定計画
• 現行計画は平成３０年４月に改定
• 計画期間は平成３０年度から令和５年度まで
中間見直しについて

• 現行計画では、令和２年度に中間見直しを実施予定
• 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う対応を優先させる
必要があり、令和３年度にかけて見直しを検討
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２ 医療計画見直しの概要

（１）基準病床数(療養・一般病床)
• 病床の整備目標である基準病床数について、中間見直し
年度までの目標としていることから、見直しについて
検討

（２）在宅医療
• 「居宅の医療の確保に関する事項」については、３年
ごとに、調査、分析及び評価を行い、必要があると
認めるときは、計画を変更（医療法第３０条の６）

（３）指標・目標値
• 今年度までに終期を迎える指標・目標値の見直し
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３ 計画見直しの方針

（１）見直しの適用期間
• 令和４年度から令和５年度まで（２年間）

（２）検討の方向性
ア ３医療圏の基準病床数(療養・一般病床)の見直しについて

• 特に高齢者人口の急増が見込まれる本県に対応した医療提供体制
を構築するため、２０２５年（令和７年）における必要病床数が、
現状の既存病床数を大きく超えている千葉、東葛南部及び東葛北
部保健医療圏において、必要病床数の確保を目指した基準病床数
とするため、厚生労働大臣に特例による加算の協議を行う。

イ 在宅医療について
• 病床の機能分化、連携に伴い生じる新たな在宅医療、介護施設等
の需要について、「千葉県高齢者保健福祉計画（令和３年度～
令和５年度）」との整合を図るとともに、令和２年度に実施した
「在宅医療実態調査」の結果等を踏まえて、｢施策の具体的展開｣
の見直し等を行う。

ウ 指標・目標値の見直しについて
• 今年度末までに終期を迎える指標・目標値について、計画終了
年度（令和５年度）までの設定を検討する。
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４ 検討体制について

見直しにあたっては、医療法上の手続きを実施
• 千葉県医療審議会への諮問
• 診療又は調剤に関する学識経験者の団体の意見聴取
• 市町村、保険者協議会への意見聴取

各二次保健医療圏の地域保健医療連携・地域医療構想調整
会議での関係者からの意見聴取や、パブリックコメントを
行い、広く県民や医療関係者等の意見を反映

在宅医療については、千葉県在宅医療推進連絡協議会にお
いて、有識者の意見を聴取
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５ 医療審議会スケジュール

令和３年７月 第１回 医療審議会 総会〔諮問〕

令和３年８～９月 地域保健医療連携・地域医療構想調整会議

令和３年１０月 千葉県在宅医療推進協議会

令和３年１１月 医療審議会 地域保健医療部会

令和３年１１月 各団体、市町村への意見聴取、
パブリックコメントの実施

令和３年１２月 第２回 医療審議会 総会〔答申〕
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国との特例加算協議について
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１ 基準病床数の見直しについて

（１）見直しの根拠
• 医療法第３０条の４第９項

（２）千葉県保健医療計画(抜粋)
• 千葉、東葛南部及び東葛北部の各保健医療圏における基準病床数に
ついては、中間見直し年度（平成３２年度）までの整備目標とし、
算定基準に従い算定した数に、厚生労働大臣へ協議を行い、その
同意を得られた数を加えて得た数を基準病床数としている。

• なお、中間見直し年度（平成３２年度）において基準病床数の見直
しについて検討を行う。
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２ 病床整備の考え方

（基準病床数）
• 医療法で定められた算定基準に基づき、算定時点の人口等により算出し
た二次医療圏における病床数であり、病床の整備の目標

（必要病床数）
• 医療法で定められた算定基準に基づき、平成２５年度と令和７年の医療
需要（年齢階級別の入院受療率等）より、２０２５年（令和７年）に必
要となる病床数を推計したもの

• ２０２５年の推計人口等により算出し、地域医療構想で規定している。
（特例加算）

• 医療法においては、基準病床数を定めようとする場合において、急激な
人口の増加が見込まれる等、将来の医療需要の増加が見込まれる事情が
あるときは、特例として、算定基準に従い算定した数に、厚生労働大臣
に協議しその同意を得た数を加えて得た数を基準病床数とすることがで
きることとされている。

• 本県では、既存病床数と必要病床数の乖離が大きい千葉、東葛南部及び
東葛北部の各医療圏において、「病床数の必要量（必要病床数）が将来
においても既存病床数を大きく上回る」として、平成３０年度の計画改
定時に、特例による加算を行っている。
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３ 必要病床数、既存病床数及び基準病床数について(単位：床)
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医療圏
既存病床数
(Ａ)

算定結果
(Ｂ)

過剰・不足
（A-B）

必要病床数
(Ｃ)

比較
(A-C)

千 葉 7,949 7,762 187 8,484 ▲535

東葛南部 11,714 11,443 271 13,010 ▲1,296

東葛北部 10,542 10,490 52 11,699 ▲1,157

印 旛 6,299 5,186 1,111 5,548 751

香取海匝 2,827 2,241 586 2,181 646

山武長生夷隅 3,318 2,901 417 2,931 387

安 房 2,088 1,763 325 1,641 447

君 津 2,518 2,258 260 2,370 148

市 原 2,124 2,146 ▲22 2,140 ▲16



４ 病床整備をめぐる課題

• 千葉、東葛南部及び東葛北部の各保健医療圏では、必要
病床数と既存病床数の乖離が大きい。

◎３保健医療圏における病床の不足数

必要病床数(33,193床)－職域等の病床数(467床)－既存病床数(30,205床)

＝２，５２１の病床が不足

• また、将来の医療需要が高止まりすることから、大幅な病
床の不足が見込まれる。
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【参考１】千葉、東葛南部及び東葛北部の各保健医療圏
における医療需要 (単位：床)
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【参考２】千葉県及び３医療圏における高齢者人口
(65歳以上)の将来推計 (単位：千人)

2015年 2025年 2030年 2035年 2040年
2015年
→2040年

千葉県
(総人口)

6,223 6,118 5,986 5,823 5,646 9.3%減

千葉県
(高齢者)

1,610 1,790 1,819 1,875 1,974 22.6%増

千 葉 242 273 283 300 324 33.9%増

東葛南部 399 443 461 493 536 34.2%増

東葛北部 348 391 399 415 442 27.0%増
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５ 今後の対応について

• 千葉、東葛南部及び東葛北部の各保健医療計画について
は、２０２５年度には約２，５００床近くの病床数が不足
し、２０２５年度以降も医療需要の高止まりが想定され
る。

• このため、既存病床数を超える病床の整備が不可欠であ
り、国と医療法第３０条の４第９項による特例加算協議を
行い、必要病床数から職域等の病床を除いた病床数を確保
したい。

• 特例による基準病床数の算定式
特例による基準病床数＝必要病床数－職域等の病床数※

※病床配分には含まない放射線治療病室や医療型障害児入所施設等の特定の
用途に使用する病床
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特例による基準病床数（案） (単位：床)
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医療圏
必要病床数
(Ａ)

職域等の
病床数
（Ｂ）

特例による
基準病床数
（案）(A-B)

既存病床数
(Ｃ)

不足する
病床数
(A-B-C)

千 葉 8,484 387 8,097 7,949 148

東葛南部 13,010 0 13,010 11,714 1,296

東葛北部 11,699 80 11,619 10,542 1,077

合 計 33,193 467 32,726 30,205 2,521



千葉県保健医療計画の中間見直し
について

1

千葉県健康福祉部健康福祉政策課地域医療構想推進室

電話番号：043-223-2608 メール：chihuku@mz.pref.chiba.lg.jp

（在宅医療の確保に関する事項）

議事１
資料１－３
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１ 概要

• 在宅医療の確保に関する事項については、3年
ごとに、調査、分析及び評価を行い、必要が
あると認めるときは、計画を変更するものと
されている。（医療法第30条の6）

• 「千葉県高齢者保健福祉計画（令和3年度～令和
5年度）」との整合を図るとともに、令和2年度
に実施した「在宅医療実態調査」の結果等を
踏まえて、「施策の具体的展開」の見直し等を
行う。
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２ 中間見直しの方向性

（ア）施策の現状・課題

在宅医療実態調査の結果等を踏まえ、記載内
容を更新します。

※ 詳細については、参考資料を参照

現行計画の構成 中間見直し後の構成

（ア）施策の現状・課題

（イ）施策の具体的展開

（ウ）施策の評価指標

中間見直しであり、他の
施策部分との構成の統一
を図るため、左の構成は
変更しない
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a.在宅医療の対象者の状況

• 本県の総人口は緩やかな減少を続けるが、75歳
以上人口は顕著な増加が見込まれる。

75歳以降人口の見込み H27 R7:107万2千人

• 要介護認定者数も急増すると見込まれる。

要介護認定者数の推計 R2:290千人 R22:422千人

• 訪問診療の需要は高齢になるにつれて急増。

• 在宅人工呼吸指導管理料の算定患者や医療的
ケアを必要とする小児等は増加している。

約1.5倍

在宅医療のニーズは増加・多様化
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b.県民の意識と希望

• 県民の希望する長期療養の場

入院医療 44.3％

在宅医療 32.4％

• 県民の希望する最期を迎える場所

医療機関 22.2％

居住の場（自宅やサ高住） 38.7％

介護保険施設（特養等） 8.6％

在宅医療や居住の場での看取りに対し、
一定程度の県民ニーズがある

データ出典：「令和2年度在宅医療実態調査」
（千葉県）
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c.退院支援
• 入院患者が安心・納得して退院し、早期に住み

慣れた地域で療養や生活を継続できるように
するためには、入院初期から退院後の生活を
見据えた退院支援が重要。

全 て の 医 療 機 関 で 十 分 な 退 院 支 援 が
行われているとは言えない
介護を含めた多職種が連携し、患者の
状況に応じたサービス内容等の検討、
共有ができる体制の構築が求められる

退院調整部門を設置している病院数 168病院(245病院中*)

* 令和元年度病床機能報告で報告のあった病院数
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d.日常の療養支援①
• 県内の在宅医療資源はおおむね増加しているが、

全国平均と比較すると相対的に少ない状況。

患者を日常的に支える医療体制の整備や、
在宅医療を担う職種の増加、質の向上が重要

施設 千葉県 全国

在宅療養支援診療所・病院 6.6か所 12.5か所

在宅療養支援歯科診療所 4.8か所 6.7か所

在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局 31.6か所 41.4か所

訪問看護ステーション 6.2か所 9.2か所

人口10万人当たり施設数

• 医療的ケア児等に対応できる医療機関が少ない。
• 人工呼吸器使用者等には、災害を想定した備え

を含めた支援が必要。
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d.日常の療養支援②
• 外来において通院しながら、必要に応じて訪問看護

などのサービスを受ける患者もいる。外来診療を通
じて患者の生活を支援し、通院が困難になっても適
切に往診・訪問診療につなぐことが重要。

• 患者の生活環境や家庭環境等に応じて、また、家族
の負担軽減を図るためにも、訪問診療、訪問歯科診
療、訪問薬剤指導、訪問看護、訪問リハビリテー
ション、介護など、多職種の協働が必要。

在宅医療・介護を支える多職種の連携・
協働を推進することが必要
そ の 際 、 孤 立 化 を 防 ぐ 観 点 か ら も 、
介護・福祉分野の職種との連携も重要
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e.急変時の対応

• 在宅医療よりも入院医療を希望する理由の
ひとつが「急変時の対応に関する不安」。

• 在宅療養患者の急変時等に往診を実施している
医療機関数は620か所で往診実施件数は7,739
件（H29。H23は5,649件）。

• 在 宅 療 養 後 方 支 援 病 院 は 15 か 所 （ R3 ） 、
24時間対応可能な訪問看護ステーションは
370か所（R元）。

24時間対応の連携体制の構築や入院医療
機関における円滑な受け入れといった
後方支援体制の構築が必要
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f.在宅での看取りなど

• 本県の在宅死亡率は22.3％、医療機関で亡く
なる方は72.3％。（令和元年度人口動態調査）

• できるだけ居住の場での療養を望む県民の希望
とはかい離がみられる。

• 人生の最終段階における医療・療養について
「話し合ったことはない」と回答した県民は
46.7％。（令和2年度在宅医療実態調査(千葉県)）

県民が在宅医療の理解を深めるとともに、
自身の医療について考え、家族や医療
従事者等と話し合い、望む場所で看取り
のできる環境づくりが重要
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g.市町村との連携

• 地域包括ケアの推進の観点も踏まえ、在宅での
療養生活に欠かせない介護・福祉サービスを
担う市町村や介護支援専門員との連携の強化が
重要

地域の医療・介護資源や連携の状況など
を踏まえて、在宅医療の提供体制の整備
を進めていくことが必要
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（イ）施策の具体的展開

次のような方向性で施策を検討し、それを
踏まえて評価指標を設定したいと考えていま
す。

地域保健医療連携・地域医療構想調整会議
では、この施策の方向性（案）に対する御意
見をおうかがいします。

（ウ）施策の評価指標
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施策の方向性（案）
案 現行計画

a. 退院支援 （同左）

・ 医療・介護の多職種連携の促進 （同左）

b. 日常の療養支援 （同左）

・ 在宅療養支援体制の確保 ・ 在宅医療を担う
医師・歯科医師・
薬剤師・訪問看護
師等の増加、質の
向上

・ 在宅医療を担う医師・歯科医師・薬剤師・
訪問看護師等の増加、質の向上

・ 市町村の在宅医療・介護連携の取組への支援 （同左）

c. 急変時の対応 （同左）

・ 在宅医療に対する医師等の負担の軽減 （同左）

d. 看取り （同左）

・ 患者が望む場所で看取りができる環境づくり （同左）

- 施設・体制の確保
- 災害を想定した備え

- 人材の確保、資質向上
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３ 今後のスケジュール（予定）

時期 摘要

R3年 8月～9月 地域保健医療連携・地域医療構想調整会議（千葉市
地域保健医療協議会）において、施策の方向性（案）に
ついて協議

10月 千葉県在宅医療推進連絡協議会において、施策の方向性
と、それを踏まえた具体的な施策や評価指標について
協議

11月 千葉県医療審議会地域保健医療部会において、在宅医療
の確保に関する事項以外の中間見直し部分を含む
「素案」について検討

11月
～12月

関係職能団体、市町村、千葉県保険者協議会へ意見聴取、
パブリックコメントの実施

12月 千葉県医療審議会総会（最終案について検討、答申）
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（参考）圏域の現状／東葛北部医療圏

圏域 全県
数値の
時点実数

65歳以上
人口10万対

実数
65歳以上

人口10万対

策定時 現状 策定時 現状 策定時 現状 策定時 現状 策定時 現状

在宅療養支援診療所・病院 100 106 28.3 28.9 383 408 23.5 24.2 H29 R1

往診を実施している
診療所・病院数(※)

- 179 - 48.9 - 987 - 58.4 H27 R1

在宅療養後方支援病院数 3 5 0.8 1.3 12 15 0.7 1.1 H29 R3

在宅患者訪問診療（居宅）
実施歯科診療所数

96 105 30.0 29.7 342 348 23.0 21.3 H26 H29
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（参考）圏域の現状／東葛北部医療圏

（※）策定時は、国から提供のあったＮＤＢデータ（全保険者のデータ）から数値を把握
したが、提供を受けられなくなったことから、代替としてＫＤＢデータ（国保データ
ベースのデータ）より現状値を把握している。
数値の比較ができないため、策定時の数値は記載していない。

圏域 全県
数値の
時点実数

65歳以上
人口10万対

実数
65歳以上

人口10万対

策定時 現状 策定時 現状 策定時 現状 策定時 現状 策定時 現状

在宅患者訪問薬剤管理
指導料届出薬局数

369 433 104.5 116.6 1,757 2,031 107.7 118.9 H29 R3

訪問看護ステーション数 69 91 20.0 24.8 308 388 19.3 23.0 H28 R1

機能強化型
訪問看護ステーション数

4 9 1.1 2.4 16 29 1.0 1.7 H29 R3



 

- 1 - 

在宅医療の推進 

（ア）施策の現状・課題 

ａ．在宅医療の対象者の状況 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、今後、本県の総人口は緩やかな減

少を続け、全ての「団塊の世代」が７５歳以上となる令和７年には６１１万８千人に

減少する一方、６５歳以上の人口は１７９万１千人に達すると見込まれています。特

に、７５歳以上の人口の増加は顕著で、令和７年には平成２７年の約１.５倍の１０

７万２千人になることが見込まれています。 

また、本県における要介護認定者数は、令和２年度の２９万人が令和２２年度には

４２万２千人に急増すると見込まれており、このうち、要介護４及び５のいわゆる重

度者は、令和２年度の６万１千人から令和２２年度には９万４千人を超える見込みと

なっています。 

図表 2-1-3-1 要介護認定者数の推計 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問診療の需要を年齢別にみると、高齢になるにつれて急増しています。 

また、在宅人工呼吸指導管理料を算定している患者数は、年々増加しており、特に、

医療技術の進歩等を背景として、退院後も人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸

引や経管栄養などの医療的ケアを受けながら日常生活を営む小児や若年層の患者が

増加しています。 

図表 2-1-3-2 全国の年齢別訪問診療回数 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和元年 社会医療診療行為別統計（厚生労働省・令和元年６月審査分） 

16,696 36,048 66,605 130,710 
255,574 

999,093 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

６０～６４歳 ６５～６９歳 ７０～７４歳 ７５～７９歳 ８０～８４歳 ８５歳以上

(回数)

資料：千葉県高齢者保健福祉計画 

（千人） 

77 93 105 

152 
182 

223 
61 

73 
94 
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疾病構造の変化や高齢化の進展、医療技術の進歩、ＱＯＬ向上を重視した医療への

期待の高まりなどにより、在宅医療のニーズは増加し、多様化しています。 

また、地域医療構想においては、現状の療養病床の患者の一部を、将来的には在宅

医療や介護老人保健施設、特別養護老人ホーム等が担っていくこととされています。

病床機能の分化・連携が進んだ先に、在宅医療等の利用見込者数は令和７年に１日当

たり７万８千人になると見込まれており、そのうち訪問診療のニーズは、平成２５年

度の１．８倍以上になると推計されています。 

 

図表 2-1-3-3 地域医療構想策定における在宅医療等の新たなサービス必要量のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：H29.3.8 第 10 回医療計画の見直し等に関する検討会資料（一部改変） 

現在の在宅医療患者（Ⓐ）に加えて、病院の入院患者のうち比較的病状が安定している療養病床の入院患者と

一般病床の入院患者（Ⓑ）について、在宅医療等又は外来診療で対応することとなる。 

※図はイメージであり在宅医療等の需要増には高齢化に伴う需要増が含まれることになる。 

在宅医療等＝居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、介護老人

保健施設、その他医療を受ける者が療養生活を営むことができる場所であって、現在の病院・診療所以

外の場所において提供される医療  
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ｂ．県民の希望と意識 

県が実施した「令和２年度在宅医療実態調査」によれば、病気で長期にわたる治療

（療養）が必要になった場合に、「入院医療」を希望すると回答した方は、４４．３％、

「在宅医療」を希望すると回答した方は３２．４％、「わからない」と回答した方は

２３．３％でした。 

自分が最期を迎えたい場所として、「医療機関」が２２．２％、「居住の場（自宅や

サービス付き高齢者向け住宅など）」が３８．７％、「介護保険施設（特別養護老人ホ

ームなど）」が８．６％、「わからない」が２９．９％でした。一方で、７２．３％の

県民が病院で最期を迎えている現実があります。 

医療機関で最期を迎えたい理由としては「常に医師や看護師が対応してくれる安心

感があるため」「医療機関以外で最期を迎えるイメージができないため」が相当程度

あり、在宅での医療・介護の条件が整うならば、居住の場での療養を希望する県民が

多数いるものと推測されます。 

 

図表 2-1-3-4 最期を迎える場所に関する県民の意識と実態 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療機関
22.2%

居住の場
38.7%介護保険施設

8.6%

わからない
29.9%

その他, 0.6%

○ 最期を迎える場所（希望） 

病院
72.3%

診療所
1.3%

介護医療院・

介護老人保健施設
2.4%

老人ホーム
6.6%

自宅
15.7%

その他, 1.7%

○ 最期を迎える場所（現実） 

資料：令和２年度在宅医療実態調査（千葉県） 資料：令和元年度人口動態調査（厚生労働省） 

○ 居住の場で最期を迎えたい理由 ○ 医療機関で最期を迎えたい理由 

住み慣れた自宅で最期を 

迎えたい 
72.4% 

気をつかわずに自由で 

いられる 
47.5% 

常に家族がそばにいて 

安心感がある 
41.3% 

点滴や酸素吸入や尿管など

管だらけになるのは辛い 
17.5% 

常に医師や看護師が対応してくれる安心感がある 67.7% 

急変時に対応できる設備がある 45.6% 

症状の緩和のための医療が受けられる 42.2% 

医療機関以外で最期を迎えるイメージができない 23.7% 

息を引き取る直前まで治る希望が持ち続けられる 11.4% 

 資料：令和２年度在宅医療実態調査（千葉県・複数回答可） 
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ｃ．退院支援 
 

入院中の患者が、安心・納得して退院し、早期に住み慣れた地域で療養や生活を  

継続できるようにしていくためには、入院初期から退院後の生活を見据えた退院支援

が重要であり、診療報酬においても、介護支援専門員（ケアマネジャー）との連携  

など退院支援を積極的に行う医療機関の取組が評価されています。 

令和元年度病床機能報告によれば、地域医療連携室等の退院調整部門を設置してい

る病院は、報告のあった２４５病院中１６８病院でした。 

また、施設間の連携を推進した上で、入院早期から退院困難な要因を有する患者を

抽出し、入退院支援を実施している有床診療所・病院は１４４箇所（令和元年）であ

り、全ての医療機関で十分な支援が行われているとは言えない状況です。 

入院患者の退院支援を進めるためには、病院と受け入れ側の医療・介護事業者間に

おいて、多職種が連携しながら、患者の状況に応じて、必要な在宅医療や介護サービ

スの内容や提供方針の検討、共有ができる体制の構築が求められています。 
 

ｄ．日常の療養支援 
 

〔訪問診療等の医療資源〕 

県内で訪問診療を行う病院は９３箇所（平成２９年）、実施件数（１ヶ月間）は   

６，５２３件で、平成２３年の３，７３３件に比べて増加しています。 

また、訪問診療を行う診療所は４７６箇所（平成２９年）、実施件数（１ヶ月間）

は４５，８８２件と、平成２３年の２１，６３３件から増加しています。これらの  

内訳は、在宅療養支援診療所２６２箇所、４１，８７３件、在宅療養支援診療所   

以外の診療所２１４箇所、４，００９件となっています。 
 

図表 2-1-3-5 訪問診療実施医療機関数・件数 

資料：医療施設調査（厚生労働省） 
 

訪問歯科診療の実施状況について、居宅への訪問の場合は、実施診療所は３４８箇

所（平成２９年）、実施件数（１ヶ月間）は５，８９３件であり、施設への訪問の    

場合は、実施診療所は３０３箇所（平成２９年）、実施件数（１ヶ月間）は      

２２，０７６件でした。平成２３年の居宅３４１箇所・３，４０２件、施設２２７ 

箇所・８，４５９件から増加しています。 

また、訪問口腔衛生指導を実施している診療所・病院数は１７２箇所(平成２９年)

であり、平成２３年の１２７箇所から増加しています。 

 平成２３年 平成２６年 平成２９年 

訪問診療実施 
診療所数 

４４９ 
一般診療所総数： 

 ３，６７８ 

４９１ 
一般診療所総数： 

３，７１０ 

４７６ 
一般診療所総数： 

３，７５９ 

訪問診療実施 
病院数 

９９ 
病院総数：  ２７９ 

１０１ 
病院総数：  ２８４ 

９３ 
病院総数：  ２８８ 

訪問診療実施 
件数(１ヶ月間) 

合計： ２５，３６６ 
一般診療所： 

２１，６３３ 
病院：  ３，７３３ 

合計： ４２，８９２ 
一般診療所：  

３７，６５２ 
病院：  ５，２４０ 

合計： ５２，４０５ 
一般診療所： 

４５，８８２ 
病院：  ６，５２３ 
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図表 2-1-3-6 歯科診療所訪問診療実施機関数・件数 

 平成２３年 平成２６年 平成２９年 

訪問診療実施診療所（居宅） ３４１ ３４２ ３４８ 

訪問診療実施診療所（施設） ２２７ ２８６ ３０３ 

訪問診療実施件数（居宅） ３，４０２ ５，１７１ ５，８９３ 

訪問診療実施件数（施設） ８，４５９ １６，８００ ２２，０７６ 

資料：医療施設調査（厚生労働省） 
 

図表 2-1-3-7 訪問口腔衛生指導実施機関数 

 平成２３年 平成２６年 平成２９年 

訪問口腔衛生指導実施機関数 １２７ １６２ １７２ 

資料：医療施設調査（厚生労働省） 

 

在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局数は、２，０３１箇所（令和３年４月）でし

た。平成２４年９月の１，３４８箇所から増加しています。 

 

図表 2-1-3-8 在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局 

 平成２４年 平成２９年 令和３年 

在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局 １，３４８箇所 １，７４９箇所 ２，０３１箇所 

資料：関東信越厚生局届出 

 

訪問看護ステーション数は３８８箇所（令和元年１０月）、利用者数は           

２７，７８１人（令和元年９月）であり、平成２４年１０月の２１９箇所、平成２４

年９月の１１，８２８人から増加しています。しかしながら、訪問看護ステーション

当たりの看護職員数(常勤換算)は、５人未満の小規模なステーションが全体の半数を

占めていることから、大規模化等の機能強化による安定的な訪問看護サービスの提供

体制の整備が求められています。在宅医療を支える訪問看護は、病院や診療所からも

実施されています。退院後も継続的に医療を受けながら日常生活を営むことが出来る

よう、病院や診療所からの訪問看護と地域の訪問看護ステーションとの連携が重要で

す。 

図表 2-1-3-9 訪問看護ステーション数・利用者数 

資料：介護サービス施設・事業所調査（厚生労働省） 

 

 図表 2-1-3-10 訪問看護ステーションの規模 

看護職員数(人) 2.5～3 未満 3～5 未満 5～7.5 未満 7.5～10 未満 10～15 未満 15～20 未満 20 以上 

割合 12.2% 41.4% 33.5% 8.7% 2.3% 0.8% 1.1% 

資料：令和２年度在宅医療実態調査（千葉県） 

 平成２４年 平成２８年 令和元年 

訪問看護ステーション数 ２１９箇所 ３０８箇所 ３８８箇所 

訪問看護ステーション利用者数 １１，８２８人 １８，３７０人 ２７，７８１人 



 

- 6 - 

訪問リハビリテーションの介護給付費請求事業所数は、平成２５年４月審査分の 

１０８箇所から令和２年４月審査分は１４５箇所に増加しています。リハビリテーシ

ョンは、患者の症状に応じて必要な時期に提供されることが重要であり、医療的ケア

を要する人へのリハビリテーションや摂食嚥下障害のリハビリテーションなども含

め、通院、通所が困難になった場合に居宅で実施する訪問リハビリテーションの重要

性が増すと考えられます。 

 

図表 2-1-3-11 訪問リハビリテーション請求事業所数 

資料：介護給付費等実態調査（厚生労働省） 

 

平成２４年９月と令和３年４月時点を比較すると、在宅医療の中心的な役割を担う

在宅療養支援診療所は、３０２箇所から３８４箇所、在宅療養支援病院は２３箇所か

ら４６箇所、在宅療養支援歯科診療所は１１３箇所から２９９箇所、在宅患者訪問薬

剤管理指導料届出薬局は１，３４８箇所から２，０３１箇所、機能強化型訪問看護ス

テーションは平成２７年の１４箇所から２９箇所へと増加しています。 

 

図表 2-1-3-12 在宅療養支援診療所・病院等の数 

 平成２４年 平成２９年 令和３年 

在宅療養支援診療所 ３０２箇所 ３４３箇所 ３８４箇所 

在宅療養支援病院 ２３箇所 ３３箇所 ４６箇所 

在宅療養支援歯科診療所 １１３箇所 ３２９箇所 
２９９箇所 

※R2.4 施設基準変更 

在宅患者訪問薬剤管理指導料 
届出薬局 

１，３４８箇所 １，７４９箇所 ２，０３１箇所 

機能強化型訪問看護ステーション 
※平成２６年創設 

１４箇所 
（平成２７年） 

１６箇所 ２９箇所 

資料：関東信越厚生局届出 
 

県内の在宅医療資源は概ね増加しているものの、全国平均と比較すると、人口１０

万人あたりの在宅療養支援診療所数・病院数は６．６箇所（平成３１年３月時点：全

国平均１２．５）、在宅療養支援歯科診療所数は４．８箇所（令和３年５月時点：全

国平均６．７）、在宅患者訪問薬剤管理指導料届出薬局は３１．６箇所（令和２年   

１１月時点：全国平均４１．４）、訪問看護ステーション数は６．２箇所（令和元年

１０月時点：全国平均９．２）と相対的に少なく、また、在宅療養支援診療所が１箇

所もない市町村があるなど資源の偏りも見られます。 

人工呼吸や気管切開などの医療的ケアが必要となる医療的ケア児等の訪問診療な

どに対応できる医療機関が少ないことも課題です。また、人工呼吸器等を使用してい

る医療依存度の高い在宅療養者に対しては、災害を想定した備えを含めた支援が必要

です。 

４月審査分 平成２５年 平成２９年 令和２年 

訪問リハビリテーション請求事業所数 １０８箇所 １３３箇所 １４５箇所 
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これらのことから、在宅療養を希望する患者を日常的に支える医療体制の整備や、

在宅医療を担う職種の増加、質の向上が重要です。 
 

図表 2-1-3-13 医療的ケア児への対応可能施設数 

 調査対象 対応可能機関数 

在宅療養支援診療所 ３２６ ３９ 

在宅療養支援病院 ２９ ０ 

訪問看護事業所 ２４２ ８１ 

資料：平成２６年度小児等在宅医療連携拠点事業における調査（千葉県） 
 

〔在宅医療・介護の多職種連携〕 

在宅医療を必要とする方には、訪問診療を受ける患者だけではなく、病院・診療所

の外来において通院による診療を受けながら必要に応じて訪問看護などのサービス

を受ける患者も含まれます。外来での診療を通じて患者の生活を支援し、通院が困難

になっても適切に往診・訪問診療につなぐことが重要です。 

患者の生活機能や家庭環境等に応じて、また、患者を身近で支える家族の負担軽減

を図るためにも訪問診療、訪問歯科診療、訪問薬剤指導、訪問看護、訪問リハビリテ

ーション、介護など、在宅医療を担う多職種の協働を推進することが必要です。 

その際には、高齢者の孤立化を防ぐ観点からも、在宅生活を支える介護・福祉分野

の職種との連携も重要です。 
 

ｅ．急変時の対応 

在宅医療よりも入院医療を希望する理由として、家族の負担への懸念や急変時の対

応に関する患者の不安が挙げられています。（令和２年度在宅医療実態調査・千葉県） 

在宅療養患者の急変時等に往診を実施している医療機関数は６２０箇所（平成２９

年）、実施件数（１ヶ月間）は７，７３９件で、平成２３年の５，６４９件に比べて

増加しています。また、在宅療養後方支援病院として届出されている病院は１５箇所

（令和３年４月）、２４時間対応可能な訪問看護ステーションは３７０箇所（令和元

年１０月時点）となっています。 

複数の医師や訪問看護師の連携などにより、２４時間対応の連携体制の構築や入院

医療機関における円滑な受入れといった後方支援体制の構築が必要です。 

 
図表 2-1-3-14 往診実施医療機関数・件数 

 平成２３年 平成２６年 平成２９年 

往診実施 
診療所数 

６１０ 
一般診療所総数：   

３，６７８ 

６１４ 
一般診療所総数：   

３，７１０ 

５６６ 
一般診療所総数：   

３，７５９ 

往診実施 
病院数 

４９ 
病院総数：   ２７９ 

５２ 
病院総数：   ２８４ 

５４ 
病院総数：    ２８８ 

往診実施 
件数 
(１ヶ月間) 

合計：   ５，６４９ 
一般診療所：４，７０７ 
病院：     ９４２ 

合計：   ６，２５６ 
一般診療所：５，６２３ 
病院：     ６３３ 

合計：    ７，７３９ 
一般診療所：７，１０８
病院：        ６３１ 

資料：医療施設調査（厚生労働省） 
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図表 2-1-3-15 往診実施医療機関数（２次保健医療圏別） 

 

 

 

 

 

ｆ．在宅での看取りなど 

本県の在宅死亡率は、２２．３％（令和元年度）で、全国平均の２２．２％と同程

度ですが、医療機関で亡くなる方が７割を超えており、できるだけ居住の場での療養

を望む県民の希望とはかい離がみられます。また、令和２年度に千葉県が行った「在

宅医療実態調査」では、人生の最終段階における医療・療養について、「話し合った

ことはない」と回答した方が４６．７％でした。 

このことから、在宅看取りのための医療提供体制の整備と併せて、県民ひとりひと

りが、在宅医療の理解を深めるとともに、自身の医療について考え、家族や医療従事

者等と話し合い、県民自身が望む場所で看取りができる環境づくりも重要な課題です。 

 

図表 2-1-3-16 人生の最終段階における医療・療養についての話し合い状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｇ．市町村等との連携 

今後は、在宅医療を担う医療機関の拡充を促進するとともに、地域包括ケアの推進

の観点も踏まえ、在宅での療養生活に欠かせない介護・福祉サービスを担う市町村や

介護支援専門員（ケアマネジャー）との連携を強化しながら、地域の医療・介護資源

や連携の状況などを踏まえて、在宅医療の提供体制の整備を進めていく必要がありま

す。 

資料：平成２９年医療施設調査（厚生労働省） 

 問 あなたは、人生の最終段階における医療・療養についてご家族などの身近な人や医療 

介護関係者と話し合ったことがありますか。 

詳しく話し

合っている

5.4%

一応話し

合っている

47.9%

話し合った

ことはない

46.7%

資料：令和２年度在宅医療実態調査（千葉県） 
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